
町議会
だより

編 集 長柄町議会広報編集特別委員会

ながら

令和５年長柄町議会第２回臨時会は、８月９日に開催され議長等町議会構成が変わりました。
議長は指名推薦により柴田　孝氏、副議長も指名推薦で三枝　新一氏が選出されました。
その後、２つの常任委員会及び議会運営委員会の委員を選出し、それぞれ正副委員長を互選しました。
さらに、長生郡市広域市町村圏組合議会議員、千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員が選出され

ました。
議会選出の監査委員には岡部　弘安氏の選任が同意されました。

議長　柴
しば

田
た

　 孝
たかし

副議長　三
さえ

枝
ぐさ

　新
しん

一
いち

令和５年第２回臨時会において、私どもは議員多数のご信任をいただき、議長並びに副議長に就任いたし
ました。

身に余る光栄であり責任の重さに身の引き締まる思いでございます。
町議会といたしましては、町民生活を支える諸施策が着実に実行できるよう二元代表制のもと、行政と真

摯に議論を重ね常に緊張感を保ちながら、円滑な議会運営に努め町政の発展に全力を尽くしてまいります。
また、町民皆さまのご期待に応えられるよう、議員一人ひとりがその使命と責任を自覚し自己研鑽に努め

てまいります。
結びに、町民の皆様のご多幸を心からご祈念申し上げますとともに、議会に対しまして一層のご支援・ 

ご協力をお願い申し上げ挨拶といたします。

就任のあいさつ就任のあいさつ

主な内容
第２回臨時会

臨時会で決まったこと �  10

第３回定例会

定例会で決まったこと �  12

決算監査報告 �  15

一般質問（3名） �  17

第２回　臨 時 会
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委員長　池
いけ

沢
ざわ

　俊
とし

雄
お

委員長　鶴
つる

岡
おか

　喜
き

豊
ほう

委員　柴
しば

田
た

　 孝
たかし

委員　三
さえ

枝
ぐさ

　新
しん

一
いち

副委員長　佐
さ

久
く

間
ま

　繁
しげ

英
ひで

副委員長　髙
たか

橋
はし

　智
ち

恵
え

子
こ

委員　岡
おか

部
べ

　弘
ひろ

安
やす

委員　宮
みや

坂
さか

　陽
よう

一
いち

郎
ろう

委員　古
こ

坂
さか

　勇
はや

人
と

委員　本
もと

吉
よし

　敏
とし

子
こ

委員　神
かん

﨑
ざき

　清
きよ

美
み

委員　金
かね

坂
さか

　光
みつ

章
あき

当委員会は議員６名で構成されており、「総務課・企画財政課・税務住民課（税務）・産業振興課・建設環境課・
会計課・選挙管理委員会・議会事務局・農業委員会の所掌に関する事務の審査及び調査」を行います。

また、「その他の常任委員会の所掌に属しない事務の審査及び調査」も行います。

当委員会は議員６名で構成されており、「税務住民課（住民）・健康福祉課・教育委員会の所掌に関する事
務の審査及び調査」を行います。

総務事業常任委員会総務事業常任委員会

住民教育常任委員会住民教育常任委員会

当委員会は議員６名で構成されており、「議会の運営に関する事項」「議会の会議規則、委員会条例等に 
関する事項」「議長の諮問に関する調査」を行い議案・陳情等を審査します。

委員長　古坂　勇人　　副委員長　宮坂　陽一郎　　委　員　池沢　俊雄
委　員　鶴岡　喜豊　　委　員　　髙橋　智恵子　　委　員　佐久間　繁英

議会運営委員会議会運営委員会
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令和5年長柄町議会第3回定例会は、9月14日（木）に開催されました。提出された議案等は、議案
6件、報告3件、同意2件でそのうち議案第3号「令和4年度決算認定について」は各常任委員会に付
託し、閉会中の継続審査となりました。その他の議案はすべて原案のとおり同意、可決されました。

第３回定例会　議案等審議結果一覧
議員名

議案名

結果 金
坂　

光
章

宮
坂
陽
一
郎

佐
久
間
繁
英

神
﨑　

清
美

髙
橋
智
恵
子

岡
部　

弘
安

鶴
岡　

喜
豊

池
沢　

俊
雄

本
吉　

敏
子

古
坂　

勇
人

三
枝　

新
一

柴
田　
　

孝
議決
結果

賛
成
反
対

承 認
第１号

専決処分の承認を求めることについて（令
和5年度長柄町一般会計補正予算（第4号））

原案
承認 10 1 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議 案
第１号

長柄町印鑑条例の一部を改正する条例の制
定について

原案
可決 10 1 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議 案
第２号

長柄町特定教育・保育施設及び特定地域型
保育事業の運営に関する基準を定める条例
の一部を改正する条例の制定について

原案
可決 11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議 案
第３号 令和４年度決算認定 継続審査（各常任委員会へ付託） ―

千葉県後期高齢者医療広域連合は75歳以上の高齢者等を被保険者とする独立した医療保険制度を県内全
市町村と協力し運営しています。

議会において選挙された者　古坂　勇人

議員の中から選任される監査委員に、岡部弘安議員を任命したいとして町長から提案され同意しました。

議会広報編集委員会は、議会の内容を広く住民に伝えるため、調査、検討を行い「ながら町議会だより」を
発行します。

委員長　岡部　弘安　　　副委員長　金坂　光章　　委　員　三枝　新一
委　員　神﨑　清美　　　委　員　佐久間　繁英　　委　員　宮坂　陽一郎

千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員千葉県後期高齢者医療広域連合議会議員

監査委員の同意監査委員の同意

議会広報編集委員会議会広報編集委員会

長生郡市広域市町村圏組合は、共同処理することが効果的である水道、廃棄物の処理及び清掃、消防、病院、
火葬場、斎場の管理など住民の生活に密着した業務を行っています。

議長の職にある者　　　　　柴田　孝
議会において選挙された者　本吉　敏子

長生郡市広域市町村圏組合議会議員長生郡市広域市町村圏組合議会議員

第 3 回   定 例 会
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第３回定例会　議案等審議結果一覧
議員名

議案名

結果 金
坂　

光
章

宮
坂
陽
一
郎

佐
久
間
繁
英

神
﨑　

清
美

髙
橋
智
恵
子

岡
部　

弘
安

鶴
岡　

喜
豊

池
沢　

俊
雄

本
吉　

敏
子

古
坂　

勇
人

三
枝　

新
一

柴
田　
　

孝
議決
結果

賛
成
反
対

報 告
第１号 令和４年度長柄町健全化判断比率について

報 告
第２号

令和４年度長柄町農業集落排水事業特別会
計資金不足比率について

報 告
第３号

令和４年度長柄町浄化槽事業特別会計資金
不足比率について

議 案
第４号

令和５年度長柄町一般会計補正予算（第５
号）

原案
可決

10 1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ―

議 案
第５号

令和５年度長柄町介護保険特別会計補正予
算（第1号）

原案
可決

11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

議　案
第 6 号

令和5年度長柄町後期高齢者医療特別会計
補正予算（第1号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

原案
可決

11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

同　意
第 1 号

教育委員会教育長の任命につき同意を求め
ることについて

同意
可決

11 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

同　意
第 2 号

固定資産評価審査委員会委員の任命につき
同意を求めることについて

同意
可決

10 1 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

※　○…賛成、×…反対、欠…欠席、退…退席、除…除斥、議長は裁決に加わらないため「－」で表示

専決処分専決処分
承認第１号　専決処分の承認を求めることについて

（令和５年度長柄町一般会計補正予算（第４号））
予算現額に1億7,794万6千円を追加し、補正後の予算総額を42億8,622万7千円としたものです。
主な内容は、9月8日の台風13号の影響に伴う、住宅の応急修理工事や、道路・河川をはじめとし

た復旧事業に係る経費について予算計上したものです。

条例の一部改正条例の一部改正
議案第１号　長柄町印鑑条例の一部を改正する条例の制定について

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の改正に伴い、マイナン
バーカード保有者の申請により、マイナンバーカードに搭載されている電子認証機能を自身のスマー
トフォンに搭載することが可能となったことから、電子認証機能を持ったスマートフォンで印鑑登録
証明書を申請・交付できるようにするため、所要の改正を行うものです。

議案第２号　長柄町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の
　　　　　　一部を改正する条例の制定について

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第11項が繰り上
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決算認定決算認定
議案第３号　令和４年度決算認定

令和４年度決算認定については、より詳細な審査が必要なため各常任委員会による継続審議となり
ました。（詳細についての各常任委員会の審査は10月12日、13日に実施されました。）

げられることに伴い、同項の規定を引用している条文について改正するものです。
改正内容は、こども園の認定又は許可をしようとするときは、都道府県知事への事前協議が必要と

され、また、認定、許可後に改めて申請書の写し等の書類を送付するという手続きの重複が生じてい
ましたが、手続きの効率化と事務負担の軽減を図る観点から、事前協議を事前通知に見直す改正とな
ります。

報　告報　告
報告第１号　令和４年度長柄町健全化判断比率について
報告第２号　令和４年度長柄町農業集落排水事業特別会計資金不足比率について
報告第３号　令和４年度長柄町浄化槽事業特別会計資金不足比率について

報告第1号から3号の用語説明

健全化判断比率・・・ 町の「借金や赤字」と「資金不足」の比率のこと。一定値を超えると財政健全化計画などを
策定しなければならない。

資 金 不 足 比 率・・・ 事業を行う上で、どれくらいお金が足りないのかを示す比率のこと。経営が悪化してい
る場合に早期対応できるよう、国が定めたもの。

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」では、地方公共団体の財政の健全化の基準、「早期健全化基
準」及び「財政再生基準」並びに「経営健全化基準」を設け、各基準を超えると地方公共団体は各計画を策定し、
行財政上の措置を講じることにより財政健全化を図ることになります。
　この基準の比率のうち、健全化判断比率については４つの指標で表されますが、本町はいずれも国の定め
る基準以下です。
　資金不足比率については、農業集落排水事業特別会計及び浄化槽事業特別会計の両会計の資金不足はあり
ませんでした。
※詳細については、広報ながら№493（10月19日発行）の5ページに掲載しています。

議案第４号　令和５年度長柄町一般会計補正予算（第４号）
予算現額に6,416万3千円を追加し、補正後の予算総額を43億5,039万円とするものです。
主な内容は、物価高騰対策を目的とする地方創生臨時交付金を活用し、町民１人あたり3,500円の

地域応援券の発行をはじめ、公共交通事業者や医療機関、介護事業所等への支援金を支給します。
また、農業及び林業の活性化を目的として、地域おこし協力隊の隊員を１名ずつ募集します。
このほか、新型コロナウイルス感染症の集団予防接種に係る経費や、昨今の豪雨に伴う町道や農道、

排水路の維持補修費などを予算計上するものです。

議案第５号　令和５年度長柄町介護保険特別会計補正予算（第１号）
予算現額に1,828万7千円を追加し、補正後の予算総額を8億268万7千円とするものです。

補正予算補正予算
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令和4年度長柄町一般会計及び特別会計歳入歳出決算並びに関係書類を8月21日、22日、23日の
3日間で監査を実施しました。

審査の結果ですが、各会計の予算額、収入済額、支出済額、歳入簿、現金受払簿により出納証書類と
照査の結果、決算は計数的に誤りがなく、出納処理の内容も正当なものであると認められました。

また、歳入歳出全般についての予算執行も適正に処理され、その執行実績についても所期の目的に
沿い、住民福祉の増進が図られていることが推察されました。

財産に関する調書につきましては、公有財産、物品、出資による権利及び基金について、それぞれ調
書の計数と財産台帳、備品台帳、預金通帳と照合した結果、計数はいずれも正確であると認められま
した。

決算規模を前年度と比較すると、歳入は減、歳出は増となっていました。
財政健全化法に基づく健全化判断比率の審査につきましては、一般会計の実質赤字比率及び一般会

計と各特別会計を合わせた連結実質赤字比率は各会計の実質収支に赤字が生じていないため該当があ
りませんでした。

実質公債費比率については標準税収入額等の増加により前年度と比較し下降しました。
将来負担比率については、将来負担比率は、充当可能財源等の大幅な増加により、該当がなくなっ

ております。
いずれの数値も早期健全化基準より低い数値となっていることから、本町においては健全な財政運

営がなされていると認められました。
今後も引き続き健全な財政運営をお願いし、決算監査報告とします。
　　　　　　　　　　　　　　　
          監査委員 白井　民夫
            岡部　弘安

決算監査報告（要約）決算監査報告（要約）

同意第１号　教育委員会教育長の任命につき同意を求めることについて
現職の石川　和之氏が本年10月15日で任期満了となりますが、再度任命することに同意を求める

ものです。

同意第２号　固定資産評価審査委員会委員の任命につき同意を求めることについて
現職の近藤　秋二氏が本年10月28日で任期満了となりますが、再度任命することに同意を求める

ものです。

人事案件人事案件

主な内容は、４月の人事異動に伴う人件費の増とともに、令和４年度介護給付費の確定に伴う国、
県、支払基金への負担金を返還するものです。

議案第６号　令和５年度長柄町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）
予算現額に74万6千円を追加し、補正後の予算総額を1億524万6千円とするものです。
主な内容は、令和４年度の保険料等負担金が確定したことから、広域連合への負担金を計上するも

のです。
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あなたも議会を傍聴しませんか
（次回定例会は12月７日（木）からの予定です。）

　場所：役場3階　議場

問い合わせ先　議会事務局　　☎35–2438

一
般
質
問

一
般
質
問　　
―
議
員
３
名
が
町
政
を
問
う
―

―
議
員
３
名
が
町
政
を
問
う
―

１．町民の三つの権利について
２．物価高騰による町の支援について
３．長柄町第８支団の消防団の改革に

ついて
４．有害獣焼却施設の建設について
５．議会改革について

鶴
つる

岡
おか

　喜
き

豊
ほう

議員（P17）

１．災害時要援護者避難支援に関して 
２．高齢者の安否確認に関して
３．タクシー券交付事業について
４．地域公共交通計画策定に関して
５．旧水上小学校の現状に関して

宮
みや

坂
さか

　陽
よう

一
いち

郎
ろう

議員（P19）

１．長柄町の新しい情報配信について
２．町の包括連携協定と災害時の協定

について

本
もと

吉
よし

　敏
とし

子
こ

議員（P18）

スマートフォンは
QRコードから

URL：
https://www.town.nagara.chiba.jp/
site/gikai/9653.html

議会の会議録は

町ホームページで公開しています。

町ホームページから
議会ホームページへの行き方案内

クリック

クリック
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１
． 

町
民
の
三
つ
の
権
利

に
つ
い
て

問　

議
員

私
の
考
え
た
町
民
の
三
つ
の
権

利
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
か
伺
う
。

①
町
民
の
知
る
権
利

②
町
民
が
行
政
に
参
加
す
る
権
利

③
町
民
が
行
政
の
サ
ー
ビ
ス
を
平

　

等
に
受
け
る
権
利

答　

町
長

①
町
民
が
権
力
に
妨
げ
ら
れ
る
こ

と
な
く
自
由
に
行
え
る
権
利
で
あ

り
、
情
報
の
公
開
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
権
利
で
あ
る
と
解
釈

さ
れ
、
憲
法
の
表
現
の
自
由
を
確

保
す
る
た
め
に
保
障
さ
れ
て
い
る

権
利
で
あ
る
と
考
え
る
。

②
町
政
に
参
加
す
る
権
利
は
参
政

権
と
し
て
、
選
挙
に
参
加
す
る
こ

と
や
条
例
の
制
定
や
町
の
仕
事
の

監
査
を
請
求
す
る
こ
と
、
解
職
や

解
散
な
ど
の
直
接
請
求
権
が
認
め

ら
れ
て
い
る
。

③
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
権
利

は
、
住
民
の
福
祉
の
増
進
を
図
る

こ
と
を
基
本
に
、
町
の
役
務
の
提

供
を
ひ
と
し
く
受
け
る
権
利
を
有

し
て
お
り
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
全

て
の
町
民
に
ひ
と
し
く
提
供
す
べ

き
も
の
と
考
え
る
。

　

町
民
の
権
利
に
つ
い
て
概
要
を

申
し
上
げ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
権

利
に
は
一
定
の
制
約
や
義
務
が
伴

う
こ
と
に
よ
り
権
利
が
保
障
さ
れ

る
も
の
と
考
え
る
。

２
． 

物
価
高
騰
に
よ
る
町

の
支
援
に
つ
い
て

問　

議
員

各
世
帯
の
水
道
料
金
、
30
立
方

メ
ー
ト
ル
の
支
援
を
考
え
な
い
か

伺
う
。

ま
た
、
各
世
帯
に
ご
み
袋
10

組
、
１
０
０
枚
の
配
布
を
考
え
な

い
か
伺
う
。

答　

町
長

ご
提
案
の
水
道
料
金
の
支
援
や

ご
み
袋
の
配
布
と
は
、
応
援
、
支

援
の
方
法
で
の
相
違
は
あ
る
が
、

の
方
法
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
き

た
い
。

５
． 

議
会
改
革
に
つ
い
て

問　

議
員

議
会
の
ラ
イ
ブ
配
信
を
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
か
伺
う
。

答　

町
長

本
議
会
で
も
、
昨
年
12
月
の
全

員
協
議
会
で
問
題
提
起
が
あ
り
、

議
論
が
あ
っ
た
よ
う
に
聞
い
て
い

る
。今

後
、
議
会
と
執
行
部
で
協
議

を
行
い
、
検
討
を
進
め
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

操
法
大
会
に
伴
い
仕
事
を
終
え

た
後
の
夜
間
の
訓
練
な
ど
、
消
防

団
員
の
負
担
は
増
大
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
消
防
本
部

に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
操
法

訓
練
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
施
方

法
な
ど
を
消
防
団
強
化
対
策
検
討

委
員
会
で
検
討
を
し
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

町
と
し
て
も
、
消
防
団
員
の
意

見
を
伺
い
な
が
ら
、
よ
り
現
場
で

役
立
つ
実
践
的
な
訓
練
と
な
る
よ

う
、
消
防
本
部
へ
要
望
し
て
い
き

た
い
。

４
． 

有
害
獣
焼
却
施
設
の

建
設
に
つ
い
て

問　

議
員

有
害
獣
焼
却
施
設
の
建
設
の
考

え
が
な
い
か
伺
う
。

答　

町
長

場
所
の
選
定
、
施
設
の
建
設
、

設
備
導
入
に
係
る
経
費
及
び
維
持

運
営
費
な
ど
様
々
な
負
担
が
発
生

す
る
こ
と
か
ら
も
、
一
層
慎
重
か

つ
丁
寧
な
議
論
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
。

本
町
に
最
も
適
し
た
個
体
処
理

広
く
町
民
の
皆
様
に
支
援
が
行
き

届
く
よ
う
に
と
の
思
い
か
ら
地
域

応
援
券
を
発
行
す
る
も
の
で
あ

る
。

３
． 

長
柄
町
第
８
支
団
の

消
防
団
の
改
革
に
つ

い
て

問　

議
員

消
防
団
の
再
編
成
の
考
え
は
な

い
か
伺
う
。

ま
た
、
消
防
団
の
操
法
大
会
の

見
直
し
の
考
え
が
な
い
か
伺
う
。

答　

町
長

長
生
郡
市
広
域
消
防
団
の
事
務

局
に
状
況
を
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
各

支
団
の
再
編
成
及
び
団
員
確
保
の

課
題
解
決
に
向
け
、
消
防
本
部
で

組
織
す
る
消
防
団
強
化
対
策
検
討

委
員
会
を
立
ち
上
げ
、
機
能
別
団

員
制
度
な
ど
を
導
入
す
べ
く
検
討

中
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
団

員
確
保
な
ど
課
題
の
解
決
に
向

け
、
町
と
し
て
も
第
８
支
団
と
の

一
層
の
連
携
強
化
を
図
り
、
支
団

の
現
状
な
ど
を
踏
ま
え
、
組
織
の

再
編
も
含
め
た
方
策
を
団
本
部
に

対
し
て
要
望
し
て
い
き
た
い
。

鶴
岡　

喜
豊

鶴
岡　

喜
豊  

議
員
議
員
（
一
問
一
答
方
式
）

（
一
問
一
答
方
式
）
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１
． 長
柄
町
の
新
し
い
情
報

配
信
に
つ
い
て

問　

議
員

長
柄
町
が
配
信
す
る
情
報（
文

字
、
音
声
、
画
像
）
を
プ
ッ
シ
ュ

型
で
受
信
で
き
る
、
か
つ
町
外
に

い
て
も
情
報
を
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ

ブ
レ
ッ
ト
で
使
え
る
情
報
発
信
ア

プ
リ
の
導
入
を
提
案
す
る
が
、
見

解
を
伺
う
。

答　

町
長

既
に
先
駆
的
な
地
方
自
治
体
で

採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
承
知
し

て
い
る
。
今
後
は
、
導
入
済
み
の

自
治
体
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
コ

ス
ト
面
や
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
な

ど
、
企
業
か
ら
の
情
報
収
集
か
ら

始
め
て
い
き
た
い
。

２
． 町
の
包
括
連
携
協
定

と
災
害
時
の
協
定
に

つ
い
て

問　

議
員

い
き
た
い
。

③
ふ
る
さ
と
納
税
の
基
金
化
は
、

平
成
30
年
度
に
条
例
及
び
施
行
規

則
を
定
め
、
寄
附
金
の
積
立
て
、

取
崩
し
を
行
っ
て
い
る
。

④
リ
ソ
ル
の
森
と
観
光
農
園
１
か

所
に
お
い
て
、
受
付
時
に
Ｐ
ａ
ｙ

Ｐ
ａ
ｙ
で
の
利
用
が
で
き
る
よ
う

手
続
を
進
め
て
い
る
。
利
用
状
況

を
見
な
が
ら
、
こ
れ
を
皮
切
り
と

し
て
町
内
全
体
へ
発
展
さ
せ
て
い

き
た
い
。

問　

議
員

台
風
13
号
で
被
災
さ
れ
た
自
治

体
が
ふ
る
さ
と
納
税
サ
イ
ト
を
通

じ
て
返
礼
品
な
し
の
寄
付
金
を

募
っ
て
い
る
が
本
町
と
し
て
の
見

解
を
伺
う
。

答　

企
画
財
政
課
長

本
町
は
、
災
害
の
緊
急
支
援
寄

附
と
し
て
さ
と
ふ
る
で
載
せ
て
い

た
だ
い
て
い
る
が
他
の
サ
イ
ト
で

も
広
げ
る
こ
と
も
考
え
て
い
き
た

い
。

８
件
、
医
療
救
護
５
件
、
保
健
衛

生
２
件
、
そ
の
ほ
か
８
件
と
な
っ

て
い
る
。

②
災
害
関
連
の
協
定
に
つ
い
て
、

実
災
害
が
起
き
た
際
に
は
、
そ
れ

ら
の
協
定
が
必
要
に
応
じ
て
機
能

す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
協

定
の
提
携
か
ら
か
な
り
時
間
が
経

過
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
協
定

の
相
手
方
と
内
容
の
見
直
し
や
再

確
認
を
行
う
な
ど
、
効
果
的
な
体

制
の
整
備
が
図
ら
れ
る
よ
う
努
め

て
ま
い
り
た
い
。

③
町
の
活
性
化
や
町
民
の
皆
様
の

安
心
・
安
全
、
町
民
サ
ー
ビ
ス
の

よ
り
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、

今
後
も
多
様
な
主
体
と
の
連
携
を

進
め
て
い
く
。

３
． 
ふ
る
さ
と
納
税
に
つ

い
て

問　

議
員

①
10
月
の
国
の
制
度
改
正
に
伴
う

本
町
と
し
て
の
取
り
組
み
方
に
つ

い
て
伺
う
。

②
毎
年
６
月
頃
の
広
報
な
が
ら
に

寄
附
の
使
途
に
つ
い
て
掲
示
を
し

て
い
る
が
、
も
う
少
し
具
体
的
に

①
包
括
連
携
協
定
と
災
害
時
の
協

定
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
幾
つ
あ

る
の
か
。
ま
た
、
簡
単
な
協
定
内

容
を
伺
う
。

②
包
括
連
携
の
中
で
、
現
在
実
際

に
機
能
し
て
い
る
協
定
は
何
が
あ

る
の
か
伺
う
。

③
今
後
、
包
括
連
携
協
定
と
災
害

時
の
協
定
の
新
規
協
定
に
つ
い
て

考
え
て
い
る
も
の
を
伺
う
。

答　

町
長

①
包
括
連
携
協
定
が
４
件
、
連
携

協
定
が
１
件
、
災
害
に
特
化
し
た

協
定
は
35
件
で
合
計
40
件
で
あ

る
。
た
だ
し
、
包
括
連
携
協
定
に

も
、
災
害
に
関
す
る
事
項
が
う
た

わ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

　

包
括
連
携
協
定
は
、
郵
便
局
、

千
葉
大
学
、
大
塚
製
薬
、
明
治
安

田
生
命
、
連
携
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
で
あ

る
。

　

災
害
協
定
は
、
相
互
応
援
に
関

す
る
協
定
２
件
、
情
報
伝
達
３

件
、
避
難
活
動
３
件
、
電
力
・
燃

料
供
給
４
件
、
物
資
供
給
・
輸
送

詳
し
い
寄
附
金
の
活
用
状
況
の
紹

介
や
実
績
な
ど
を
公
表
し
て
は
と

考
え
る
が
、
見
解
を
伺
う
。

③
ふ
る
さ
と
納
税
事
業
、
ふ
る
さ

と
納
税
返
礼
品
事
業
、
ふ
る
さ
と

応
援
基
金
事
業
な
ど
と
、
歳
入
歳

出
の
状
況
が
明
確
に
分
か
り
や
す

く
し
て
は
と
考
え
る
が
、
見
解
を

伺
う
。

④
地
域
活
性
化
対
策
と
し
て
、
出

張
先
や
旅
先
の
そ
の
場
で
電
子
券

を
使
っ
て
い
た
だ
く
旅
先
納
税
の

導
入
を
提
案
す
る
が
見
解
を
伺

う
。答　

町
長

①
メ
ニ
ュ
ー
を
再
点
検
し
、
新
制

度
に
合
致
し
な
い
19
の
メ
ニ
ュ
ー

の
調
整
を
行
っ
て
い
る
。

　

手
法
と
し
て
は
、
全
て
の
経
費

が
5
割
に
収
ま
る
よ
う
寄
附
金

の
額
を
上
げ
る
か
、
そ
れ
と
も
返

礼
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
質
や
量
を
下

げ
る
の
か
、
２
つ
が
挙
げ
ら
れ
る

が
、
農
産
物
や
加
工
品
な
ど
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
返
礼
品
提
供
者
と
相

談
を
し
な
が
ら
決
定
し
て
い
く
。

②
今
後
、
寄
附
金
の
活
用
状
況
な

ど
の
掲
載
に
つ
い
て
も
研
究
し
て

本
吉　

敏
子

本
吉　

敏
子  

議
員
議
員
（
一
問
一
答
方
式
）

（
一
問
一
答
方
式
）
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１
． 

災
害
時
要
援
護
者
避

難
支
援
に
関
し
て

問　

議
員

災
害
時
に
避
難
援
護
を
必
要
と

す
る
要
援
護
者
は
何
人
程
度
と
考

え
て
い
る
か
。

ま
た
、
災
害
時
要
援
護
者
登
録

制
度
を
利
用
し
て
、
現
在
ま
で
に

登
録
さ
れ
て
い
る
要
援
護
者
の
人

数
は
何
人
か
。

答　

健
康
福
祉
課
長

要
介
護
３
以
上
の
高
齢
者
、

独
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
、
高
齢

者
の
み
の
世
帯
、
障
害
者
手
帳

を
有
す
る
方
を
集
計
す
る
と
約

１
，
６
０
０
人
が
推
計
と
し
て
の

人
数
と
な
る
。

ま
た
、
要
援
護
者
の
登
録
は
、

現
在
１
０
０
名
で
あ
る
。

問　

議
員

こ
の
夏
の
気
温
上
昇
を
災
害
と

捉
え
て
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
開
放

を
し
て
い
た
が
、
同
様
に
、
避
難

支
援
が
必
要
だ
っ
た
と
思
う
。
今

回
の
猛
暑
に
対
し
て
、
要
支
援
者

５
． 

旧
水
上
小
学
校
の
現

状
に
関
し
て

問　

議
員

平
成
31
年
３
月
15
日
、(

株)

ミ

ケ
ン
に
旧
水
上
小
学
校
を
売
却

し
た
後
、
既
に
４
年
半
が
経
過
し

て
い
る
が
、
い
ま
だ
に
工
場
が
稼

働
し
て
い
な
い
。
こ
の
状
況
に
町

は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
伺

う
。答　

町
長

事
業
の
遅
れ
は
残
念
で
あ
る
も

の
の
、
世
界
的
な
原
材
料
費
及
び

原
油
等
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
価
格
の
高

騰
な
ど
の
影
響
、
ま
た
、
コ
ロ
ナ

禍
か
ら
の
社
会
経
済
活
動
の
回
復

の
足
取
り
が
大
き
く
阻
害
さ
れ
て

い
る
現
状
か
ら
、
事
業
の
延
期
申

出
は
致
し
方
な
い
こ
と
と
理
解
し

て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
事
業
者
に

は
引
き
続
き
可
能
な
限
り
早
期
建

設
を
求
め
て
い
き
た
い
。

が
か
。

答　

健
康
福
祉
課
長

電
話
や
戸
別
訪
問
で
対
応
可
能

と
考
え
て
い
る
。

３
． 

タ
ク
シ
ー
券
交
付
事

業
に
つ
い
て

問　

議
員

タ
ク
シ
ー
券
の
利
用
が
１
回

３
，
０
０
０
円
に
規
制
さ
れ
て
い

る
が
、
タ
ク
シ
ー
代
が
上
が
っ
て

い
る
。
こ
の
規
制
を
除
い
て
い
た

だ
き
た
い
が
い
か
が
か
。

答　

健
康
福
祉
課
長

月
４
，
０
０
０
円
を
12
か
月
分

助
成
す
る
形
で
考
え
て
い
る
。
全

額
を
利
用
券
で
と
い
う
扱
い
で
は

な
く
、
か
か
っ
た
費
用
の
１
割
で

も
２
割
で
も
と
い
う
と
こ
ろ
で
利

用
券
を
使
っ
て
い
た
だ
く
と
い
う

考
え
の
た
め
、
今
の
と
こ
ろ
そ
の

よ
う
な
考
え
は
な
い
。

４
． 

地
域
公
共
交
通
計
画

策
定
に
関
し
て

問　

議
員

長
南
町
で
は
平
成
23
年
度
に
第

１
回
長
南
町
地
域
公
共
交
通
活
性

避
難
支
援
の
機
能
は
働
い
た
か
。

答　

健
康
福
祉
課
長

移
動
支
援
は
考
慮
が
で
き
な

か
っ
た
。
課
題
と
し
て
、
な
る
べ

く
早
め
に
対
応
で
き
る
よ
う
に
考

え
て
い
き
た
い
。

２
． 
高
齢
者
の
安
否
確
認

に
関
し
て

問　

議
員

現
在
、
長
柄
町
で
は
高
齢
者
の

安
否
確
認
の
手
段
の
一
つ
と
し

て
、
昼
食
の
配
達
サ
ー
ビ
ス
を

行
っ
て
い
る
が
、
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
は
何
名
い
る
か
。

答　

健
康
福
祉
課
長

62
名
で
あ
る
。

問　

議
員

要
援
護
者
が
１
０
０
名
な
の
で

平
常
時
で
も
足
り
て
い
な
い
こ
と

と
な
る
。
給
食
サ
ー
ビ
ス
を
受
け

て
い
な
い
方
に
対
し
て
は
、
別
の

形
で
安
否
確
認
を
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
う
が
、
電
話
や
戸
別
訪
問

で
実
現
で
き
る
と
考
え
る
が
い
か

化
協
議
会
を
立
ち
上
げ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
長
柄
町
は
、
今
年
４

月
に
第
１
回
長
柄
町
地
域
公
共
交

通
活
性
化
協
議
会
を
立
ち
上
げ
て

い
る
。
協
議
会
の
設
置
が
遅
れ
た

理
由
を
伺
う
。

答　

町
長

国
の
法
改
正
に
伴
い
、
新
た
に

地
域
公
共
交
通
計
画
を
策
定
し
な

け
れ
ば
国
県
補
助
金
が
受
け
ら

れ
な
く
な
る
こ
と
か
ら
、
協
議
会

を
立
ち
上
げ
、
計
画
の
策
定
に
当

た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
件
は
、
こ
れ
ま
で
議
会
で
も

多
く
の
質
問
を
頂
き
、
ま
た
、
町

民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
、
常
に
交
通

の
利
便
性
向
上
が
上
位
に
位
置
す

る
な
ど
、
最
重
要
な
問
題
で
あ
る

と
認
識
し
て
い
る
。

本
町
の
公
共
交
通
の
現
状
や
課

題
に
関
し
て
、
ま
ず
は
議
会
と
執

行
部
で
理
解
を
深
め
る
勉
強
会
の

よ
う
な
も
の
を
立
ち
上
げ
た
い
と

考
え
て
い
る
。

宮
坂　

陽
一
郎

宮
坂　

陽
一
郎  

議
員
議
員
（
一
問
一
答
方
式
）

（
一
問
一
答
方
式
）
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